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北九州市公告第６８号

 一般競争入札により、業務委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定

により、次のとおり公告する。

  令和５年２月２日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 委託内容

 （１） 業務名 子どもの安全確認等訪問対応業務

 （２） 業務内容等 仕様書で定めるとおり

 （３） 契約期間 令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

 （４） 納入場所 北九州市戸畑区汐井町１番６号

          北九州市子ども総合センター

 （５） 入札方法

  ア 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り捨てたものとする。）をもって

落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記入すること。

  イ 電送及び郵送による入札は、認めない。

  ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再

度入札を行う。

  エ 入札執行回数は、２回を限度とする。

  オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書

には代理人の記名押印が必要である。

２ 競争入札参加資格

  次の各号のいずれにも該当する者であること。

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。

 （３） 北九州市から指名停止処分を受けている期間でないこと。

３ 入札手続等
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 （１） 契約条項を示す場所及び日時

  ア 場所 北九州市戸畑区汐井町１番６号

       北九州市子ども家庭局子ども総合センター

  イ 日時 この公告の日から令和５年２月２０日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

 （２） 入札説明書等の交付方法 前号ア及びイの場所及び日時において無

償で交付する。

 （３） 入札説明会

  ア 日時 令和５年２月２７日午後４時

  イ 場所 北九州市戸畑区汐井町１番６号

       ウェルとばた５階 会議室

 （４） 入札に参加するための要件等

  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日までに入札参加

申込みを行い、入札参加者としての資格を有するか否かについて審査を

受けなければならない。

  イ 入札参加申込みは、所定の様式を持参又は郵送することにより行わな

ければならない。

  ウ この一般競争入札に参加を希望する者は、前号の入札説明会に参加し

なければならない。

 （５） 入札参加申込書を提出する場所及び期間

  ア 場所 第１号アの場所と同じ

  イ 期間

   （ア） 持参の場合

     この公告の日から令和５年２月２０日まで（日曜日等を除く。）の

毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

   （イ） 郵送の場合

     書留郵便で令和５年２月２０日午後５時までに必着のこと。

（６） 競争入札参加資格確認結果の通知 令和５年２月２２日までに通知

する。

４ 入札及び開札の日時及び場所

 （１） 日時 令和５年３月７日午後２時

 （２） 場所 北九州市戸畑区汐井町１番６号

        ウェルとばた５階 会議室

3



５ その他

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨

  ア 言語 日本語

  イ 通貨 日本国通貨

 （２） 入札保証金及び契約保証金

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。

 （３） 入札の無効

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

 （４） 落札者の決定方法

   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。また、所定の回

数で落札者がいないときは、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８

号の規定により随意契約に移行する。

 （５） 契約書作成の要否 要

 （６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等

   北九州市子ども家庭局子ども総合センター

   〒８０４－００６７ 北九州市戸畑区汐井町１番６号

   電話 ０９３－８８１－４５５６
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北九州市公告第６９号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定によ

り道路を指定したので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）

第１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和５年２月２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第４号の道路 

２ 指定年月日及び指定番号 

  令和５年２月２日 第９４５２０５号 

３ 道路の位置、延長及び幅員 

路線名 位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ）

北鷹見町

１２号線 

八幡西区北鷹見町５０２番１から

八幡西区北鷹見町４６５番まで 
３７．００ ８．００

北鷹見町

１４号線 

八幡西区北鷹見町４６５番から八

幡西区北鷹見町４８６番５まで 
６４．００ ８．００

南鷹見町

北鷹見町

１号線 

八幡西区北鷹見町４８６番４から

八幡西区北鷹見町４８６番３まで ４２．００ ８．００

北鷹見町

堀川町１

号線 

八幡西区北鷹見町５０２番２地先

から八幡西区東筑一丁目６７１番

１まで 

１７７．００

１５．００

～

２１．００
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北九州市公告第７０号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定によ

り道路を指定したので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）

第１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和５年２月２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第４号の道路 

２ 指定年月日及び指定番号 

  令和５年２月２日 第９４５２０６号 

３ 道路の位置、延長及び幅員 

路線名 位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ）

堀川町１

５号線 

八幡西区堀川町７８０番１から八

幡西区堀川町８０２番１まで 
９６．００ ８．００

堀川町１

８号線 

八幡西区堀川町７８０番１から八

幡西区堀川町８０２番１まで 
１７４．００ ６．００

堀川町２

０号線 

八幡西区堀川町８３５番１７ 
１９．００ ４．００
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北九州市公告第７１号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第２項の規定に基づく道

路を廃止したので、北九州市建築基準法施行細則（昭和４６年北九州市規則第

７１号）第１６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和５年２月２日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 廃止年月日及び廃止番号 

  令和５年２月２日 第７号 

２ 廃止した道路 

道路の位置 道路の幅員（ｍ） 道路の延長（ｍ）

北九州市八幡西区北鷹見町５０１番

１地先から４９７番１地先まで 
４．００ ６７．００

北九州市八幡西区北鷹見町４６５番

地先から５０２番２地先まで 
４．００ ４３．００
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北九州市公告第７２号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第２項の規定に基づく道

路を廃止したので、北九州市建築基準法施行細則（昭和４６年北九州市規則第

７１号）第１６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和５年２月２日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 廃止年月日及び廃止番号 

  令和５年２月２日 第８号 

２ 廃止した道路 

道路の位置 道路の幅員（ｍ） 道路の延長（ｍ）

北九州市八幡西区堀川町８００番か

ら７８２番地先まで 
４．００ ８２．００

北九州市八幡西区堀川町８０８番２

から７７８番地先まで 
４．００ １２０．００
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北九州市公告第７３号 

 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第９８条第１項の規定により

指定した北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理事業における仮に権利の目

的となるべき宅地の取消通知は、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒ん

だので、同法第１３３条第１項の規定により当該通知の書類の送付に代えて、

その内容を別表のとおり公告する。 

  令和５年２月２日 

北九州広域都市計画事業折尾土地区画整理事業   

施行者 北九州市 

代表者 北九州市長 北 橋 健 治   

別表 

１ 通知を受けるべき者の住所及び氏名 

 住所 長崎県壱岐市勝本町湯本浦１２番地 

 氏名 本田初一郎 相続人 石見敏昭 

２ 通知の内容 

  平成２７年１２月１１日付け北九折整区第１２６号において指定し

た仮に権利の目的となるべき宅地（指定番号０６０００８）は、借地

権解消により、その指定を取り消します。 

  なお、この取消の効力発生の日は、令和３年９月３日とします。 

教示 

１ この処分について不服がある場合は、この処分を知った日の翌日か

ら起算して３箇月以内に福岡県知事に審査請求をすることができます

（審査請求書の記載事項は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８

号）第１９条に規定されています）。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分を知った

日の翌日から起算して６箇月以内に北九州市（訴訟において北九州市

を代表する者は、北九州市長となります。）を被告として、処分の取

消しの訴えを提起することができます。 

  なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６箇月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場

合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して 
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 １年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを

提起することができなくなります。 

  なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求

をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から

起算して１年を経過した後であっても、審査請求をすることや処分の

取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 
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北九州市公告第７４号 

 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１３３条第１項の規定によ

る下記の者に対する書類の送付に代わる公告の内容を、同条第２項の規定によ

り準用する同法第７７条第５項の規定により、北九州市八幡西区堀川町５番

２３号にある掲示板に掲示する。 

  令和５年２月２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

記 

本田 初一郎 相続人 石見 敏昭 
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